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1 計 画策定の趣 旨

平成 20年 (2008年)4月 1日 現在の石川県の高齢化率 (総人 口に占める 65歳 以上人口の

割合)は 22.4%と なっています。高齢化率は今後 もさらに上昇することが見込まれてお り、

平成 37年 (2025年)には 30%を 超えると予測されます。

このような超高齢社会を迎えるにあた り、高齢者が住み慣れた地域で、安全で安心な生

活を送ることができる社会の実現が求められてお り、また、ひとり暮 らし高齢者や認知症

高齢者の増加、高齢者虐待の防止や権利擁護、あるいは介護給付費の増加など、さまざま

な課題への対応が必要 となっています。

この計画は、これ らの問題に対 し、県の 目指すべき基本的な施策 目標を定め、施策の方

向を明らかにするものです。

2 計 画の基本理念

(1)21世紀の超高齢社会が明るく活力ある長寿社会であるよう、可能な限り健康で生きがいをも

つて社会参加ができる環境づくりを進めます。

(2)住み慣れた地域や家庭における継続かつ安定した生活の確保を目指し、在宅優先を基本と

した多様かつ連携のとれた支援体制の整備を進めます。

(3)地域において生活全般にわたる支援体制が整備されるよう、公的なサービスの充実にあわ

せ、住民相互が支え合う地域福祉社会づくりを進めます。

(4)高齢者の尊厳と権利が守られるよう、利用者の立場に立つたサービスの提供と自立した日

常生活の営みへの支援を進めます。

3 法 令の根拠

本計画は、老人福祉法第 20条 の 9に 基づ く 「老人福祉計画J及 び介護保険法第 118条

に基づ く 「介護保険事業支援計画Jを 一体的に策定するものです。

4 計 画の期間

計画期間は平成 21年度から 23年度までの 3カ 年とします。
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5 計 画圏域の設定

本計画では、広域的見地から施策の推進を図るため、広域的な利用 となる介護保険施設

等の整備 目標を定める単位 としての介護保険及び老人福祉の計画圏域を設定するものと

し、本計画の推進に不可欠である医療サービス ・医療資源 との整合性を勘案 し、 「石川県

保健医療計画」に規定する二次医療圏にその圏域を合致させ次の4圏 域 としています。

圏|‐域1名 市 | :FllF 名

南 加1賀| 小松市、加賀市、能美市、川北町

石力1申央 金沢市、かほく市、白山市、野々市町、津幡町、内灘町

能1登1中1部 七尾市、羽咋市、宝達志水町、志賀町、中能登町

能1登北1部 輪島市、珠洲市、穴水町、能登町

6 計 画の推進                ｀

計画の推進にあたっては、行政をはじめ、住民や介護サービス事業者、保健 ・医療 ・福祉

関係団体等が地域において、それぞれの役割を分担 し、相互に協力していくことが重要であ

ります。

(1)県の役割

市町が実施する高齢者福祉施策を支援するとともに、広域的あるいは専門的 ・技術的

な指導や助言などを行います。また、地域の高齢者福祉施策が円滑に実施されるよう、

必要な場合に国に対 して制度改正や規制緩和などについて働きかけを行います。

(2)市 町の役割

地域住民に最も近い立場から、住民ニーズを的確 に把握 し、高齢者福祉を増進 してい

く役割を担 っています。また、高齢者や家族が住み慣れた地域で安心 して生活を送れる

ための環境整備を進めていく必要があります。

(3)住 民の役割

地域福祉の充実には、その地で生活する住民一人ひとりの役割が重要です。地域の福

祉水準の向上のために、さまざまな情報の交換やボランティア活動等への自発的 。自主

的な参加が期待されます。

(4)介 護サービス事業者の役割

介護サービスを提供する事業者は、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努め

るとともに、自らも、サービスの資質向上のための取組みを積極的に行うことが求めら

れます。

(5)関 係団体等の役割

保健 。医療 。福社の各種団体が積極的に福祉活動に取 り組み、地域福祉の主体 となる

ことが期待 されます。
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介 護 保 険 及 び 者 人 福 祉 圏 域

能登北郡圏域

能登中都圏域
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